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エレベーター保守管理業務委託料算定数量算出マニュアル  
 
第１ 基本事項  
  このマニュアルは、「建築設備保守管理業務委託料算定要領」を適用する際の、エ

レベーター保守管理業務で保守点検等の取扱いを定めるものである。エレベーター保
守管理業務の保守点検等は、「建築基準法」、「昇降機の維持及び運行の管理に関す
る指針」で定められており、下記のとおりである。 

 
第２ 保守点検に関する事項 
  保守点検は業者委託により実施することし、点検周期は「建築保全業務共通仕様書

及び同解説（国土交通省大臣官房官庁 営繕部監修平成３０年度版）」に定める周期
を原則とする。なお、遠隔点検を実施する場合は、点検周期Ｂを適用する。 

 
第３ 委託における留意点 
  ①契約方法には、フルメンテナンス契約とＰＯＧ契約がある。 
   ※１ 「フルメンテナンス（ＦＭ）契約」とは、定期的な点検・保守に加え、機 
    器の摩耗・劣化を予測し、昇降機を常に最良の状態に維持するために経年劣 
    化した部品の取替えや修理等の予防的な保全をあわせて行う契約方式。 
   ※２ 「ＰＯＧ契約」とは、定期的な機器・装置の点検を行い、必要に応じて消 
    耗部品の交換と調整・給油・清掃を行う契約方式。機器の寿命・機能低下に 
    対する工事は対象外。 
  ②新設の場合は、ＦＭ契約とする。 
  ③ＰＯＧ契約を行っている施設は、ＦＭ契約に変更できない。 
  ④ＦＭ契約は原則として継続すること。 
 
第４ 労務数量の算出方法 
  ①エレベーターの「種類」、「契約方法」、「速度」により、歩掛り（標準歩掛り）

を決定する。 
  ②当該エレベーターの停止階床数と上記①で決定した標準停止階床数の差の階床数 
   により、標準歩掛りを補正すること。 
  ③通過階がある場合は、その通過階床数により、標準歩掛りに加算すること。 
  ④身体障害者用（車椅子仕様）エレベーターの場合は、標準歩掛りに加算すること。 
  ⑤遠隔点検機能付昇降機（マイコン式エレベーター）は、遠隔点検かつ周期Ａにて

現地点検を行う場合に限り標準歩掛りに加算すること。 
  ⑥積載量が 1,000kg 以上の場合は、標準歩掛りに加算すること。 
  ⑦高稼働エレベーターの場合は、標準歩掛りを補正すること。 
  ⑧付加装置がある場合は、標準歩掛りに加算、または、別途見積により加算するこ

と。 
  ⑨標準歩掛りには、建築基準法第１２条第４項の規定による定期検査業務は含まれ

ていないため、必要に応じて別途見積により加算すること。 
  ⑩遠隔点検により保守点検の周期を周期Ｂとする場合は、その点検にかかる経費は

全て見積により算出してもよい。 
 
 
  附 則 
   このマニュアルは、平成２３年 ４月 １日から施行する。 
   このマニュアルは、平成２６年 ６月 １日から施行する。 
   このマニュアルは、令和 ３年 １月 ８日から施行する。 
 


